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　一関市は、平成17年（2005）、23年（2011）の市町村

合併によって全国でも12番目という広域自治体となっ

た。東北地方の背骨と言える奥羽山脈の麓から、北上

盆地、北上高地を超えて三陸沿岸部の代表的な街で

ある気仙沼、陸前高田と接するまでにわたる、きわめて

多様な地理的条件を内包する。そうした地理的条件を

反映して、一関市内には多くの民俗芸能が伝承され、

その内容も多岐にわたる。

　しかしこれまで市内の民俗芸能を文化財として把握

することは十分に行われてこなかったという。最も伝承

団体の多い神楽系統のものは相応に指定が進んでお

り、また平成28年（2016）に『南部神楽調査報告書』が

出たことでその全容の把握も進んだ。そこで今回は、

南部神楽以外の民俗芸能の全市的な把握を行い、文

化財としての支援も含めて今後の継承に資することを

目的として調査を行った。

　南部神楽以外に一関市内に見られる民俗芸能として

は、鹿踊り、獅子舞、田植踊り、伊勢神楽、打ちばやし、

鉦念仏が一定の分布を示し、他に馬子節、花相撲、大

黒舞、七福神舞、さんさ踊りなどが確認できた。32件の

伝承を確認した南部神楽に続いて、総数30件以上の

民俗芸能が確認されたというのは、広域自治体とはい

え一市内に存する数としては眼を見張るものであり、こ

の点だけとれば一関市は民俗芸能の宝庫と呼んでもお

かしくない。しかし神楽以外で市の文化財に指定されて

いるものは、鹿踊りが県指定１（舞川鹿子躍）、市指定１

（折壁鹿踊り）、芸能の上演の場・機会としての祭り行

事が県指定１（大原水かけ祭り）のみである。

　もちろん文化財は数が多ければ良いというものでは

ない。しかし以下に詳述するように、これからの文化財

保護、とりわけ地域と密着した民俗文化財の保護は、

価値付けの体系ではなく、幅広い支援の仕組みである

べきだと筆者は考えている。そうした見地からすると、

今後はこれらの多くの民俗芸能について、より積極的

な文化財としての位置付けを期待したいところである。

そこで本稿では、これらの民俗芸能を文化財として位

置付ける意義について考えてみたい。
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　その手始めとして、なぜこれまでこれらの民俗芸能

が文化財として位置付けられてこなかったのかというこ

とを考えてみよう。

　まず、正月の悪魔払いや夏のお天王さま、盆などの

年中行事に伴って演じられる獅子舞や鉦念仏などを

除くと、それ以外の芸能の多くは、大原の水かけ祭り

や、地域ごとの郷土芸能発表会などに余興芸として演

じられるケースがほとんどで、信仰や生業などと結び

ついた芸能の基盤性が見出しにくいということがある。

また鹿踊りのように流派の別があって系譜関係や伝承

経路がある程度たどれるものは、系統的な把握とその

なかでの典型例を示しやすいが、同じく多数の伝承が

見られる獅子舞や伊勢神楽のように、それぞれ地域ご

とに独立して行事や祭礼に参加しているものは、どれ

が典型的でどれが派生的なものかというように系統立

てて理解するのに馴染まないものである。さらに田植

踊りや打ちばやしなどは、市内に多く伝承されてはいる

ものの、そのルーツは市外にあると考えられており、一

関市の民俗芸能としての独自性（地域的特色）が示し

にくいというところもある。

　ところで上記のように、私たちがごく当たり前に考え

る文化財としての「相応しさ」は、いったい何によって

いるのだろうか。端的に言えば、それは国の文化財保

護法における重要無形民俗文化財としての民俗芸能

の指定基準と価値認識を踏まえたものであろう。法律

上、民俗文化財とは「我が国民の生活の推移の理解

のため欠くことのできないもの」（文化財保護法第２条

の３）と定義されており、また重要無形民俗文化財の

指定基準（平成17年３月28日文部科学省告示第43号

改正）によれば、民俗芸能は「（一）芸能の発生又は

成立を示すもの、（二）芸能の変遷の過程を示すもの、

（三）地域的特色を示すもの」という基準で選ばれるこ

とになっている。言い換えれば、（一）発生的・基盤的、

（二）歴史的・系譜的、（三）地域的という三つの観点

において、国という全体のなかで比較を通して見出され

る特徴によって評価し、選別されるということである。

　しかし、ある一地域に伝わる民俗芸能が他の地域

の同種のものと比較され、その中から典型的・代表的

なものが選ばれて「我が国民の生活の推移の理解」の

ための資料として保護の対象となるというのは、国の

施策としてはともかく、地方自治体の文化財の選別の

観点として絶対的なものなのだろうか。国と同様の基

準で地方自治体の文化財を選ぶとしたら、地方自治体

の文化財とは国の指定に漏れたものであり、また市町

村の文化財は都道府県の指定に漏れたものであると

いうように、階層的な優劣によって理解されてしまう。し

かし、歴史的・地理的にある特定の環境や条件のもと

で、人びとの日常生活のなかで育まれてきた民俗文化

財を、そのような一元的な尺度で評価するだけで良い

のだろうか。むしろ地方自治体の文化財だからこそ、国

の尺度とは異なり、その地域の生活のなかで文化財が

どのような意味や機能をもって存在してきたのかという

ことを、そうした意味や機能の歴史的変遷も踏まえて

評価するべきではないだろうか。

　一例を挙げれば、大原水かけ祭りに参加する複数

の田植踊りがある。田植踊りは、本来的には年の初め

に田の耕作の様子を模擬的に演じることで豊作を願う

農耕予祝の行事である。ところが東北地方太平洋側の

一帯では、この田植踊りが農村青年などによって農閑

期に巡業の形式で催され、洗練された踊りの様式を作

り上げてきたことが知られており、青森県の八戸のえん

ぶり、岩手県の山屋の田植踊、宮城県の秋保の田植踊

などがそうした様式の典型例として国の重要無形民俗

文化財に指定されている。当地の田植踊りももちろんそ

のような大きな特徴は共有しているが、本来的な農耕

予祝という性格を重視するなら、これらの田植踊りはそ

の性格がよく見いだせるとは言いがたく、また踊りの様

式だけを取り出すと、他地域の田植踊りと比較して顕著

な特徴を持っているとも言いがたいかもしれない。

　しかしその一方で、街場の火伏せの行事と言われる

大原水かけ祭りと結びつくことで祝福芸としての性格

が育まれ、この大規模な行事の賑わいを演出するもの

として、周辺の村から競って出される仮装の手踊りや

鹿踊りなどと並んで演じられることによって独自の踊り

の性格を形成してきたという点で、これらの田植踊り

はユニークな特徴をもった存在である。本事業に先立

つ『南部神楽調査報告書』でも、神楽の競演大会とい

うイベントが、その歴史的経緯をたどると社寺の例祭

における余興の発展形という性格をもつことが指摘さ

れているが〔橋本 2016〕、こうして他にはないこの地域

ならではの芸能の存在形態が生み出されてきたという

ことを、地域の生活文化の変遷を示す貴重な文化財と

して評価してもおかしくないはずである。地域の民俗

芸能を取り巻く文脈を視野に入れて、ある民俗芸能が

担ってきた役割やその歴史的変遷を知ることは、市民

が自分たちの地域の歴史を理解する上で欠かせない

ものという民俗文化財の本来の意義にもかなうはずで

ある。

ૌΊͳ͢ԋࢩ ͱชԿߨࡔ
　こうしたことに加えて、市域の民俗芸能をできるだけ

広く、積極的に文化財に位置付けたいと考える理由が

ある。それは冒頭にも述べたとおり、地方自治体、とり

わけ市町村における文化財行政の役割を、価値付けに

基づく「保護」を目的とするところから、幅広い「支援」

の仕組みへと転換させたいと考えるからである。

地方自治体における文化財としての民俗芸能の支援に向けて
― 一関市民俗芸能調査事業の成果から ―

成城大学文芸学部　俵木　　悟
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　日本の文化財行政は、昭和25年（1950）に制定され

た文化財保護法にもとづいて行われてきたが、この法

律における文化財保護の基本的な方針は、選別主義、

優品主義、そして重点主義であった。ただしこうした

方針は、有形文化財を想定して定められたものである

ことは、すでに多くの研究者が指摘しているところであ

る。そもそも国におけるこの方針は、「厳しい国家財政

状況を反映して、重点保護主義をとり、指定を厳選す

る代わりにいったん指定したものは国家が責任を持っ

て保護するという態勢をとった」〔西村 2004:107-108〕

と指摘されるように、戦後の混乱期における文化財の

散逸や荒廃を回避するという時代的な要請があった。

しかし当時と現在では大きく時代状況が異なっている

のは言うまでもない。全国規模で無数の文化財―

民俗芸能だけでも数万件の存在が知られている―

を視野に入れてなされる国の文化財行政と、地方自治

体、とりわけ市町村における文化財行政の果たすべき

役割はおのずと異なると考えるのが自然だろう。

　希少なものや脆弱なものを対象として、衰亡や滅失

から守る、あるいはその危険から救済するという「保

護」の考え方は、温情主義（パターナリズム）に近いも

のと理解される。これは文化財そのものが意思をもた

ない有形の文化財の場合と異なり、人が体現すること

で受け継がれる無形の文化財、とりわけ民俗芸能を含

む無形の民俗文化財の場合には大きな問題となる考

え方である。世代を超えて伝えられていく、生きたプロ

セスである無形の民俗文化財の場合、その維持管理

は、それを担う人びとの判断や自己決定にもとづいてな

されるべきもので、行政的な施策は、そうした自律的な

活動の「支援」という形をとるのが本来的なあり方であ

ろう。国がそのうちの一部のものを、専門的な見地から

保存措置をとることの是非は別に考えるとしても、文化

財の裾野を担う地方自治体が無形の文化財に対して

なすべきことは、担い手の活動のエンカレッジメントで

あり、そうした活動への側面的なサポートであると筆者

は考えている。

　ただし、担い手の自己決定を尊重することが、結果

的な観点からの文化財の価値付けと並立して支援の

判断材料となる点を挙げている。

　実際に、近年は小谷が言うような意味での「文化遺

産」に近い枠組みが、政府が認定する「日本遺産」か

ら、遠野遺産、京都遺産、奄美遺産など自治体を主体

とする「地域遺産」、さらにより草の根的な「世間遺産」

まで、さまざまな形で生み出されている〔山川 2016〕。

法的に文化財として保護の対象になり得ないようなもの

や、「まだ文化財に位置付けられていない」潜在的な文

化財など、多様なものに支援の可能性を開くという意味

で有意義な動向であるのは間違いない。小谷の「地域

の人たちが継続したいという意志をもっているものにた

いして支援」するという主張は筆者も同じである。ただ

し、そうした支援の実質的な効果を考えた場合、これら

の新しい「文化遺産」制度の有効性はまだ十分には測

れない。少なくとも本稿で話題にしている民俗芸能の

場合、すでに長く文化財として位置付けられてきた経緯

があり、その支援のためのノウハウも少なからず蓄積さ

れているのであるから、その枠組みのなかで門戸を広

げることが、新たな支援の枠組みを構築するよりも現実

的で実効的であるのではないか。

　そのように門戸を広げる方策として、例えば文化財保

護法の規定によって「保存と活用」の対象となる指定

以外にも、柔軟な文化財としての位置付けがあっても

良いだろう。例を挙げると、京都府と京都市では多くの

民俗行事を府・市の無形民俗文化財として「登録」し

ている。登録制度は国においては、文化財として指定

の対象になりにくかった近代の建造物から始まり、多

くの有形文化財にも拡大されてきた制度であり、比較

的緩やかな保護措置をとるために原簿に登録する、文

字通り「リストアップ」の意味合いの強い制度である。

京都ではこれを「保存」の措置に馴染まない無形の民

俗文化財などに対する独自の枠組みとして活用してい

る。この方法の意義について、かつて京都市の文化財

担当職員は筆者に対して、登録されていることで市は

その状況を把握する責任を負うとともに、必要な場合

にすぐに支援に動けること、さらに言えば文化財の担

い手側も市に対して気軽に支援の相談ができるように

なることなどを効果として挙げていた。これは他市町

村でも参考になる仕組みではないだろうか。

　大事なことは、過疎化や少子高齢化、あるいは生活

様式の変化などによってこれまでと同じように維持する

ことが困難になる民俗芸能が、その悩みや苦労を自分

たちだけで囲い込まず、問題を共有して助けを得られ

る支え合いの仕組みを構築することである。地方自治

体における無形の民俗文化財の保護制度を、そうした

支援の仕組みとして利用可能なものにするためにも、

できるだけ多くの民俗芸能の現状を把握し、文化財に

位置付けていくよう提案したい。この調査成果が、そ

の礎を築くものとなることを願っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ݛชߡࢂ˙
ঘ୫ཿղ������ʰඅࡄஏชԿҪࢊΝฯͤޤΖͪΌࢾΊ �ɦೖ∃

ਇޙ�ฦ�̡ ࢊͳชԿҪ֒ࡄԳΝͯ͵͛ʁഀى �rࡔ๑ਕ
એชԿࡔ

ଞ߀������̡ ࢤฯસܯժ �r౨ښָड़൝ճ
ΉΗͪೈ෨ਈֺࠒຌ༡೯������ʰஏҮऀճͶດΌڰ �ɦҲؖگࢤү

җҽճ�ฦ�̡ ೈ෨ਈֺࠬๅࠄॽ ʤrآघݟҲؖࢤชԿࡔ
ࠬๅࠄॽ�ॄʥ�Ҳؖگࢤүҗҽճ

ఱ������ʰhࢦઔࢃ ؔҪࢊ ͳɦh ஏҮҪࢊ ʁɦ͵ΞͲ͵͏Γ͑͵
ΝҪࢊͶͤΖಊ͘Ͷ͢ͱ �ɦ̡ ؔڂݜʳ��

としてその責任を当事者のみに背負わせるようなもの

であってはならない。担い手の意思を尊重しながらも、

立場が違う者がそれぞれできることによって支え合う

ということに、公共的な施策としての文化財行政の意

義がある。そしてその仕組みが公共的なものであると

したら、そうした支援を受ける可能性は、専門的あるい

は学術的な価値とは別に、広く開かれていなければな

らない。これが可能な限り多くの民俗芸能を文化財に

位置付けたいと考える理由である。

　こう述べると、どんなものでも文化財にすれば良い

のかとか、その必要を感じていないものまで文化財に

する意味があるのかという疑問も持たれよう。だが支

援の必要は当事者にとっても予見できないのであり、

その一方で行政的な支援を実現するためには何らか

の根拠を必要とする。これは私たちの多くが東日本大

震災の経験から学んだ教訓である。宮城県で県職員と

して被災した民俗文化財の保護に奔走した小谷竜介

は、その経験を踏まえて次のように述べている。

　東日本大震災の被災地では歴史的、文化的に

意味をもった多様なものが被災した。その現場では

「これは文化財、これは文化財ではない」という区

分けは意味をなさない。文化財レスキュー事業では

「被災文化財等」ということで、文化財かどうかはひ

とまず検討せず、所有者が要請する動産の「もの」

を救済した。これは祭礼行事等無形の文化財の支

援においても同様で、地域の人たちが継続したいと

いう意志をもっているものにたいして支援がおこな

われている。

　一方で、行政的に明確にかかわれるのは、法や条

例で規定されている「文化財」までとなり、線引きを

せざるをえないところがある。〔小谷 2012:116〕

　こうした状況に対して小谷は、文化財より幅広い対

象を包含するものとして「文化遺産」という枠組みを提

唱する。特に「文化遺産」が文化財と異なる点として、

その価値付けが地域の担い手によるものであり、専門
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